
関係者各位

小型船舶の安全確保を最優先して、継続的に検
査等業務の実効性の向上に取り組むため、令和
8年3月2日(月)から『窓口･電話 受付時間』が変
わりました。

みなさまのご理解ご協力をよろしくお願いいた
します。

※上記時間外の申請等は、
支部に設置されている
時間外収受箱（ポスト等）
へ投函してください。

～ J C I か ら の お 知 ら せ ～

●受付時間外の音声ガイダンスの内容が上記と相違し
ておりますのでご了承ください。


